
令和５年７月２１日 

人 事 委 員 会 事 務 局 

℡ (内線) 5741 

   (外線) 076(225)1871 

 

 

       

「石川県庁ナビゲータ制度」の実施について 

 

 

１ 概 要 

  石川県庁の業務に興味のある学生等からの面談申込みを受け付け、興味を持た

れている分野の若手職員（ナビゲータ）が学生等と１対１で面談を行い、その疑

問に答えるとともに、県職員の魅力についてＰＲを行うもの 

 

２ ナビゲータ 

  行政職、技術職の若手職員 

  ※申込者が希望する分野、部局の若手職員が対応 

   

３ 対 象 

  高校１年生～２８歳の学生等 

 

４ 期 間 

  受付：令和５年８月８日(火)～令和６年３月８日(金) 

  実施：令和５年８月１５日（火）～令和６年３月１５日（金） 

  ※申込日の１週間後～１か月後に面談を実施 

 

５ 時間、場所 

  ナビゲータとの面談時間は１時間程度 

面談は各ナビゲータの職場内またはオンラインで実施 

 

６ 申込方法 

  インターネットによる申込 

  詳しくは、石川県職員採用ポータルサイトに掲載 

（https://www.pref.ishikawa.jp/jinjiiin/event/navigator.html) 
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